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新型コロナウイルス感染症に係る国の基本的対処方針及び県の緊急事態措置の主な変更点 

 

１ 国の基本的対処方針の主な変更点 

令和２年５月４日、国は、緊急事態措置を実施すべき期間を５月 31 日まで延長するとともに、基本

的対処方針を変更した。 

変更後の基本的対処方針では、特定警戒都道府県においては引き続き、これまでと同様の取組が必要

である一方、それ以外の特定都道府県においては、県下における感染の状況を踏まえつつ、「三つの密」

の回避を中心とした、より社会経済活動の維持との両立に配慮した取組に段階的に移行していくことと

されている。 

なお、段階的に社会経済の活動レベルを上げるとしても、全ての住民、事業者において感染拡大を防

止する新しい生活様式（別添１「「新しい生活様式」の実践例」参照）を定着させる必要があり、また、

再度、感染の拡大が認められた場合には、厳しい行動変容の要請を行う必要があるとされている。 

（※緊急事態宣言の解除について、国は５月 14 日及び 21 日ごろに専門家による感染状況の中間評価を行い、解除の可否を検討する方針である。） 

 

２ 県の緊急事態措置の主な変更点 

  令和２年５月５日、県は、国の上記１の変更内容や、県内の感染状況等を踏まえ、県における緊急事

態措置の期間を５月 31日まで延長するとともに、措置の内容を変更した。 

  変更後の県の緊急事態措置では、基本的には引き続き徹底した行動変容の要請によるまん延防止対策

を継続するものの、特に社会的に必要性が高く、かつ様々な工夫により感染リスクを十分に下げられる

事業などは、感染状況等を注視しつつ、制限を段階的に緩和するとされている。 

  具体的には、今後の疫学的状況及び医療状況を踏まえた専門家の判断に基づき、レベルに応じて人々

の行動や施設の使用制限の協力要請等を行うとされている。（疫学的状況又は医療状況が悪化した場合

は制限を再度強化） 

(1) 施設の使用制限及び催事の開催の停止の協力要請 

今後の疫学的状況及び医療状況を踏まえ、専門家により行動制限の緩和が可能と判断された場合

は、別添２「使用制限対象施設等の今後の対応に関する整理」により使用制限の要請等を緩和 

少人数（最大でも 50 人程度）のイベントについては、感染防止対策を講じたうえで段階的に制

限を解除（レベル３では屋外のみ、レベル２では屋内・外） 

 (2) 徹底した外出の自粛の要請 

レベル４・３では全日の外出自粛、レベル２では週末のみ外出自粛を要請 

 (3) 事業所における適切な感染防止に向けた対策 

     レベル４～２では出勤者数５割減、感染防止対策を徹底 
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